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早
良
太
子
の
怨
霊

—
—

並
卒
と
い
う
筆
法
に
つ
い
て—
—

岩　

下　

紀　

之

１

　

さ
き
に
「
延
暦
八
年
の
桓
武
後
宮（

１
）」
な
る
小
論
で
、
同
年
早
良
太
子
の
死
霊
に
よ
り
六
人
の
女
官
が
相
つ
い
で
落
命
し
た
の
で
は
な
い
か
と

考
証
し
た
。
そ
の
際
「
並
卒
」
と
い
う
筆
法
は
、
二
人
の
女
官
の
死
が
た
だ
な
ら
ぬ
死
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
と
推
定
し
た
の
で
あ
る
が
、

例
証
と
し
て
井
上
内
親
王
と
他
戸
皇
子
の
死
を
「
並
卒
」
と
書
い
て
あ
る
一
例
を
あ
げ
た
の
み
で
あ
っ
た
た
め
か
、
必
ず
し
も
賛
意
を
得
ら
れ

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
筆
者
と
し
て
は
前
稿
の
発
想
の
起
点
で
あ
っ
た
の
で
、
残
念
で
あ
り
、
ま
た
心
外
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
「
並
」
な
る

文
字
は
、
叙
位
の
記
事
で
、「
並
従
五
位
下
」
な
ど
と
、
毎
回
使
用
さ
れ
、
ま
っ
た
く
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
特
異
な
用
例
の
可
能
性
が
あ

る
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
い
く
つ
か
の
例
を
示
し
、
前
稿
の
補
論
と
し
た
い
。
結
論
に
変
化
は
な
い
の
で
論
旨
の
重
複

は
さ
け
が
た
く
、
そ
の
点
諒
と
さ
れ
た
い
。

　

ま
ず
『
広
雅
』
に
「
並
偕
俱
也
」
と
い
う
訓
詁
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
「
並
」
を
「
と
も
に
」
と
訓
読
す
る
根
拠
が
得
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
三

文
字
は
意
味
を
同
じ
く
し
て
相
互
に
変
換
し
て
用
い
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
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『
日
本
書
紀
』
継
体
紀
末
に
次
の
一
文
が
あ
る
。

　

又
聞
、
日
本
天
皇
及
太
子
皇
子
、
俱
崩
薨
。

こ
れ
は
『
百
済
本
記
』
な
る
書
の
引
用
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
天
皇
と
太
子
皇
子
が
俱
に
死
亡
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

同
じ
く
、
皇
極
紀
二
年
十
一
月
条
に
、

　
　

終
与
子
弟
妃
妾
一
時
自
経
俱
死
也

と
あ
り
、
山
背
大
兄
王
が
妻
子
と
倶
に
自
害
し
て
果
て
た
こ
と
を
記
す
。
こ
こ
で
も
死
亡
し
た
の
は
山
背
大
兄
王
一
族
で
あ
っ
て
、
深
い
え
に

し
に
結
ば
れ
た
人
々
を
「
俱
に
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
両
例
と
も
事
件
は
ま
こ
と
に
重
大
で
あ
り
、
そ
れ
を
記
述
す
る
の
に
「
俱
（
崩
・
薨
・
死
）」

と
い
う
筆
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
延
暦
の
記
事
の
先
例
と
し
て
、
念
頭
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

２

　

次
に
『
続
日
本
紀
』
の
用
例
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

一　

天
平
宝
字
元
年
七
月
庚
戌

　

黄
文
、
道
祖
、
大
伴
古
麻
呂
、
多
治
比
犢
養
、
小
野
東
人
、
賀
茂
角
足
等
、
並
杖
下
死
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二　

天
平
宝
字
七
年
正
月
庚
申

　

李
家
太
上
皇
少
帝
並
崩

三　

天
平
神
護
元
年
八
月
庚
申

　

幽
道
麻
呂
夫
婦
於
一
院
、
不
通
往
来
積
月
余
日
、
並
死
院
中

四　

宝
亀
六
年
四
月
己
丑

　

井
上
内
親
王
、
他
戸
王
並
卒

五　

延
暦
八
年
六
月
甲
戌

　

賊
衆
奮
撃
、
官
軍
被
排
、
別
将
丈
部
善
理
、
進
士
高
田
道
成
、
会
津
壮
麻
呂
、
安
宿
戸
吉
足
、
大
伴
五
百
継
並
戦
死

六　

延
暦
八
年
七
月
丁
未

　

尚
掃
従
四
位
上
美
作
女
王
、
散
事
正
四
位
下
藤
原
朝
臣
春
蓮
並
卒

　

こ
の
六
例
を
通
覧
す
る
と
、複
数
の
人
々
が
主
語
と
な
り
、「
並
」
の
あ
と
に
死
を
意
味
す
る
一
字
が
置
か
れ
る
。『
日
本
書
紀
』
の
二
例
の
「
俱
」

の
か
わ
り
に
「
並
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
二
字
は
同
じ
意
味
を
持
ち
、
書
き
換
え
が
可
能
で
あ
っ
た
。

　

次
に
「
崩
・
薨
・
卒
・
死
」
の
用
例
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
人
物
の
身
分
に
応
じ
て
こ
れ
ら
の
文
字
が
使
い
わ
け
ら
れ
る
の
は
常
識
に

属
す
る
。
養
老
五
年
十
月
丁
亥
、
元
明
太
上
天
皇
は
死
期
の
近
い
こ
と
を
悟
り
、
長
屋
王
、
藤
原
房
前
を
召
し
て
「
万
物
之
生
、
靡
不
有
死
、

此
則
天
地
之
理
、
奚
可
哀
悲
」
と
言
い
、「
朕
崩
之
後
、
宜
…
…
造
竈
火
葬
」
と
命
じ
た
。
死
一
般
は
「
死
」
の
字
を
使
用
す
る
が
、
特
定
の
個

人
の
死
は
身
分
に
応
じ
て
「
崩
・
薨
・
卒
・
死
」
が
用
い
ら
れ
る
。
一
般
的
に
「
死
」
が
使
用
さ
れ
る
の
は
当
然
で
、
皇
帝
が
臣
下
に
「
賜
死
」、

あ
る
い
は
上
表
文
末
尾
を
「
頓
首
頓
首
、
死
罪
死
罪
」
と
書
き
留
め
る
な
ど
の
慣
用
語
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、「
崩
」
以
下
の
文
字
は
、
身
分
に
応
じ
て
使
用
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
人
物
の
死
を
記
録
す
る
際
の
こ
と
な
の
で
、
そ
の
時
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点
に
お
け
る
そ
の
人
へ
の
評
価
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
淳
仁
天
皇
は
た
し
か
に
皇
位
を
践
ん
だ
人
で
あ
る
が
、
位
を
追
わ
れ
、
淡
路
に
幽

閉
さ
れ
て
現
地
に
没
す
る
。
天
平
神
護
元
年
十
月
庚
辰
の
条
は
、

淡
路
公
不
勝
幽
憤
、
踰
垣
而
逃
、
守
佐
伯
宿
祢
助 

掾
高
屋
連
並
木
等
率
兵
邀
之
、
公
還
明
日
薨
於
院
中

と
あ
っ
て
、
皇
位
に
あ
っ
た
人
で
も
「
崩
」
の
字
が
使
わ
れ
な
い
。
同
じ
よ
う
に
延
暦
四
年
八
月
庚
寅
の
大
伴
家
持
も
、
身
分
か
ら
「
薨
」
と

書
か
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
「
死
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
毀
誉
褒
貶
が
用
字
法
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
身
分
相
応
の
文
字
が

使
わ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
人
が
そ
の
位
階
を
保
っ
た
ま
ま
で
没
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
『
続
日
本
紀
』
の
諸
例
で
、「
崩
」「
卒
」
を
用
い
た
例
は
個
人
の
評
価
を
示
し
た
文
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
に
対
し
、
一
般
的
な
「
死
」
を
用
い

た
例
は
事
件
を
追
っ
た
文
で
、
事
件
の
さ
な
か
に
生
じ
た
死
を
記
述
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
姓
は
記
さ
れ
ず
個
人
に
対
し
て
の
評
価
に

主
眼
が
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
予
想
が
た
て
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

３

　
『
続
日
本
紀
』
の
諸
例
を
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
一
の
天
平
宝
字
元
年
の
事
件
は
橘
奈
良
麻
呂
の
乱
の
記
述
中
の
一
文
で
あ
る
。
事
件
自
体

は
周
知
の
こ
と
で
、
橘
諸
兄
死
後
、
奈
良
麻
呂
が
藤
原
仲
麻
呂
に
対
し
陰
謀
を
め
ぐ
ら
す
も
の
の
、
事
が
漏
れ
、
一
党
が
捕
縛
さ
れ
、
一
旦
は

赦
免
さ
れ
る
か
の
詔
が
出
さ
れ
、
五
人
の
者
は
南
門
外
に
退
出
、
稽
首
し
て
恩
を
謝
し
た
も
の
の
、
翌
日
再
び
尋
問
が
あ
り
、
拷
掠
窮
問
の
あ

げ
く
「
並
杖
下
死
」
す
る
に
到
っ
た
。
黄
文
王
、
道
祖
王
ら
の
皇
族
た
ち
、
橘
奈
良
麻
呂
、
大
伴
古
麻
呂
ら
の
有
力
な
貴
族
た
ち
が
結
束
し
て

蜂
起
し
よ
う
と
し
た
き
び
し
い
権
力
闘
争
の
結
末
で
あ
っ
た
。
当
日
の
記
述
は
さ
ら
に
他
の
人
々
の
流
罪
な
ど
長
文
が
続
く
。「
並
」
と
く
く
ら
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れ
た
人
々
は
政
治
的
な
同
志
た
ち
で
あ
っ
て
、
偶
然
同
時
に
死
亡
し
た
の
で
は
な
い
。

　

二
の
例
は
安
史
の
乱
に
お
け
る
唐
の
皇
帝
の
死
を
言
う
。
奈
良
時
代
の
日
本
は
同
時
代
の
大
陸
・
半
島
に
強
い
関
心
を
持
ち
続
け
、
史
書
に

そ
の
情
報
を
記
載
す
る
。
天
平
宝
字
二
年
十
二
月
戊
申
、
遣
渤
海
使
小
野
田
守
が
唐
国
の
消
息
を
伝
え
る
。
天
宝
十
四
載
十
一
月
九
日
、
安
禄

山
が
挙
兵
し
た
こ
と
。
以
下
哥
舒
翰
の
守
る
潼
津
関
が
突
破
さ
れ
、
玄
宗
の
退
位
、
肅
宗
の
即
位
、
至
徳
の
改
元
な
ど
を
伝
え
て
い
る
。
至
徳

三
載
ま
で
の
記
事
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
天
平
宝
字
二
年
と
同
年
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
同
時
代
に
唐
大
乱
の
事
件
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

日
本
側
で
は
「
安
禄
山
者
、
是
狂
胡
狡
竪
也
」
と
評
価
し
て
い
た
。
天
平
宝
字
五
年
十
月
辛
酉
に
は
唐
帝
の
求
め
に
応
じ
牛
角
を
集
め
る
記
事

が
あ
る
が
、
こ
こ
で
文
例
と
し
て
と
り
上
げ
た
天
平
宝
字
七
年
正
月
庚
申
の
記
事
で
は
、
高
麗
大
使
王
新
福
の
言
と
し
て
「
李
家
太
上
皇
少
帝
」

と
い
う
言
い
方
で
、
皇
帝
の
権
威
が
大
き
く
傷
つ
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
玄
宗
親
子
は
国
を
失
っ
た
失
意
と
、
軍
再
建
の
激
務
で
、
い
わ
ゆ

る
過
労
死
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、こ
の
二
人
を
ま
と
め
て
「
並
」
と
言
っ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
日
の
記
は
高
麗
大
使
に
よ
る
要
約
で
あ
る
か
ら
、

玄
宗
と
肅
宗
が
同
日
に
死
亡
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
「
崩
」
の
字
の
使
用
に
よ
っ
て
、皇
帝
と
し
て
死
亡
し
た
と
認
定
さ
れ
て
い
る
。

　

三
の
例
は
天
平
神
護
元
年
八
月
の
、
和
気
王
の
謀
叛
事
件
に
関
連
し
た
粟
田
道
麻
呂
夫
妻
の
死
の
記
録
で
あ
る
。
こ
の
日
の
記
述
の
み
か
ら

で
は
道
麻
呂
と
上
道
斐
太
都
の
確
執
の
由
来
は
分
か
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
『
続
日
本
紀
』
は
こ
の
日
に
至
る
ま
で
の
両
者
の
履
歴

を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
上
道
斐
太
都
の
記
録
で
あ
る
が
、
天
平
宝
字
元
年
七
月
戊
申
、
中
衛
舎
人
従
八
位
下
上
道
臣
斐
太
都
は
小
野

東
人
か
ら
橘
奈
良
麻
呂
一
統
の
は
か
り
ご
と
を
聞
き
出
し
、
内
相
藤
原
仲
麻
呂
に
こ
れ
を
報
告
し
て
い
る
。
そ
の
後
の
推
移
は
橘
奈
良
麻
呂
の

乱
と
し
て
周
知
の
こ
と
に
属
す
る
。
三
日
後
辛
亥
の
日
に
斐
太
都
は
従
四
位
下
と
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
叙
位
に
あ
ず
か
り
、
朝
臣
の
姓
を
賜

わ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
四
日
後
乙
卯
の
日
に
は
中
衛
少
将
と
な
り
、
ま
た
三
日
後
戊
午
の
日
に
宣
命
が
発
せ
ら
れ
、
斐
太
都
の
名
に
言
及
さ
れ

て
い
る
。
同
年
閏
八
月
癸
丑
に
は
吉
備
国
造
と
な
り
、
十
二
月
壬
子
に
は
乱
の
時
の
手
柄
に
よ
り
功
田
廿
町
を
賜
わ
り
、
上
功
と
認
定
さ
れ
三

世
に
伝
う
合
し
と
の
決
定
が
あ
っ
た
。
こ
の
過
大
の
恩
賞
は
藤
原
仲
麻
呂
の
論
功
行
賞
で
あ
ろ
う
が
、
斐
太
都
は
天
平
宝
字
八
年
九
月
の
仲
麻

呂
の
乱
に
は
加
わ
ら
な
か
っ
た
と
見
え
、
生
き
長
ら
え
て
、
天
平
神
護
元
年
八
月
、
従
四
位
下
の
位
で
飛
騨
守
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。



― 14 ―

　

一
方
の
道
麻
呂
は
天
平
宝
字
三
年
七
月
丁
丑
「
内
薬
佑
従
七
位
下
粟
田
臣
道
麻
呂
賜
姓
朝
臣
」
と
見
え
、
同
八
年
正
月
乙
巳
に
「
正
六
位
上

…
粟
田
朝
臣
道
麻
呂
…
外
従
五
位
下
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
功
績
に
よ
っ
て
賜
姓
、
叙
位
が
あ
っ
た
か
は
分
ら
な
い
。
同
年
七
月
甲
寅
に

は
授
刀
大
尉
外
従
五
位
下
粟
田
道
麻
呂
は
新
羅
使
の
尋
問
に
あ
た
っ
て
い
る
。
官
職
の
任
命
が
何
時
か
は
分
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
こ

ま
で
は
着
実
に
昇
進
を
果
し
て
い
る
も
の
の
、
官
位
と
も
に
低
い
位
置
で
と
り
た
て
て
い
う
こ
と
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
天
平
宝
字
八
年
九
月
乙

巳
に
至
り
、
大
事
件
が
お
き
る
。
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
で
あ
り
、
こ
の
日
た
だ
ち
に
勅
命
が
発
せ
ら
れ
、
粟
田
道
麻
呂
は
藤
原
永
手
、
吉
備
真
備

ら
の
顕
官
と
と
も
に
叙
位
さ
れ
、
外
従
五
位
下
か
ら
従
四
位
上
に
昇
っ
た
。
こ
の
速
度
か
ら
見
て
乱
勃
発
に
際
し
て
き
わ
だ
っ
た
功
績
が
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
同
年
十
月
癸
未
に
は
式
部
大
輔
勅
旨
員
外
大
輔
授
刀
中
将
従
四
位
下
粟
田
朝
臣
道
麻
呂
は
そ
れ
に
加
え
て
因
幡
守
を

兼
ね
て
い
る
。
い
つ
の
ま
に
か
い
く
つ
も
の
官
を
兼
ね
た
多
忙
の
官
人
と
な
っ
て
お
り
、式
部
大
輔
と
な
る
と
、律
令
制
の
重
職
と
言
っ
て
よ
く
、

こ
れ
ら
は
仲
麻
呂
追
討
の
際
の
功
績
へ
の
行
賞
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
翌
天
平
神
護
元
年
八
月
庚
申
の
和
気
王
の
謀
叛
に
連
座
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
す
べ
て
無
に
帰
す
る
。

　

例
文
の
三
と
し
て
引
い
た
箇
所
は
、
和
気
王
の
謀
叛
発
覚
当
日
の
記
の
一
部
で
あ
り
、
全
文
は
発
せ
ら
れ
た
宣
命
に
は
じ
ま
り
、
乱
の
顛
末

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
橘
奈
良
麻
呂
の
乱
に
際
し
て
正
し
く
身
を
処
し
た
が
、
後
に
は
「
仲
麻
呂
毛

和
気
毛

」
逆
心
を
持
っ
た
と
し
て
、
和
気
王

を
伊
豆
国
に
流
罪
と
し
た
が
、
山
背
国
相
楽
に
到
っ
て
絞
殺
し
た
と
あ
る
。
道
麻
呂
等
一
味
の
者
に
つ
い
て
は
、
宣
命
に
よ
る
に
道
鏡
の
は
か

ら
い
に
よ
り
免
官
し
て
散
位
と
す
る
が
罪
は
免
ず
る
と
記
す
。
道
麻
呂
は
こ
の
時
「
参
議
従
四
位
下
近
衛
員
外
中
将
兼
勅
旨
員
外
大
輔
式
部
大

輔
因
幡
守
」
と
官
位
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
前
代
未
聞
の
昇
進
に
驚
く
の
で
あ
る
が
、
参
議
と
近
衛
員
外
中
将
は
『
続
日
本
紀
』
の
除
目

記
事
に
見
え
な
い
。『
公
卿
補
任
』
に
は
前
年
天
平
宝
字
八
年
の
項
に
「
九
月
十
一
日
任
」
と
あ
る
。
仲
麻
呂
の
乱
の
際
の
功
績
に
よ
る
の
で
あ

る
が
、
山
村
王
、
和
気
王
、
吉
備
真
備
と
同
時
の
参
議
任
官
と
な
る
の
で
、
も
と
も
と
粟
田
臣
の
姓
で
外
従
五
位
下
で
あ
っ
た
分
際
の
人
に
こ

の
よ
う
な
顕
官
任
命
と
は
、
本
人
に
も
信
じ
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

粟
田
道
麻
呂
は
飛
驒
員
外
介
の
名
で
現
地
に
流
さ
れ
る
が
、
そ
の
上
司
と
し
て
上
道
斐
太
都
が
守
と
な
っ
て
赴
任
し
、
例
文
の
惨
劇
と
な
る
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わ
け
で
あ
る
。
斐
太
都
に
は
「
其
怨
家
」
な
る
形
容
が
附
さ
れ
て
お
り
、
道
麻
呂
と
の
間
に
積
年
の
因
縁
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
前
に
見

た
奈
良
麻
呂
の
乱
以
来
の
蓄
積
で
あ
ろ
う
。
奈
良
麻
呂
一
党
の
陰
謀
を
藤
原
仲
麻
呂
に
通
報
し
て
官
位
を
得
た
上
道
斐
太
都
に
対
し
、
仲
麻
呂

の
乱
で
の
手
柄
に
よ
っ
て
栄
達
し
た
粟
田
道
麻
呂
は
そ
の
異
常
な
ま
で
の
出
世
か
ら
見
て
、
た
だ
な
ら
ぬ
働
き
、
そ
れ
も
表
に
は
出
せ
な
い
よ

う
な
働
き
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
斐
太
都
は
仲
麻
呂
と
共
に
滅
び
な
か
っ
た
が
、
引
き
立
て
て
く
れ
た
恩
義
を
忘
れ
ず
、
和
気
王
に
連
座

し
た
道
麻
呂
に
対
し
か
た
き
を
討
っ
た
。
し
か
し
道
麻
呂
夫
妻
を
共
に
殺
害
す
る
と
い
う
の
は
尋
常
な
ら
ぬ
憎
悪
の
念
で
、
両
者
の
間
に
は
正

史
に
あ
ら
わ
れ
な
い
い
き
さ
つ
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

道
麻
呂
と
共
に
流
罪
に
さ
れ
た
の
は
大
津
連
大
浦
と
石
川
朝
臣
永
年
で
あ
る
が
、
永
年
が
任
所
で
自
ら
縊
死
し
た
の
に
対
し
、
大
浦
は
宝
亀

二
年
に
陰
陽
頭
と
し
て
復
活
、
六
年
に
従
四
位
上
陰
陽
頭
安
芸
守
と
し
て
卒
し
て
い
る
。
こ
の
時
代
流
人
と
な
っ
て
も
官
人
と
し
て
復
活
す
る

例
は
多
く
、
そ
う
い
う
例
を
多
く
見
て
き
た
奈
良
時
代
の
官
人
、
上
道
斐
太
都
は
、
ど
う
し
て
も
こ
こ
で
道
麻
呂
を
殺
害
し
た
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
目
的
を
果
た
し
た
後
斐
太
都
は
神
護
景
雲
元
年
死
亡
、
上
道
正
道
の
名
で
伝
が
あ
る
。

　

四
の
例
は
宝
亀
六
年
四
月
己
丑
の
日
の
全
文
で
あ
っ
て
、
死
の
事
情
な
ど
一
切
叙
述
し
な
い
。
皇
后
と
太
子
で
あ
っ
た
人
の
死
を
卒
と
書
く

こ
と
で
、
彼
等
の
生
涯
を
総
括
し
て
い
る
。
し
か
し
聖
武
天
皇
の
内
親
王
と
し
て
生
れ
た
人
物
で
あ
る
か
ら
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
跡
を
追
う

こ
と
が
で
き
る
。
母
は
県
犬
養
広
刀
自
で
神
亀
四
年
伊
勢
神
宮
に
侍
し
た
。
以
後
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
白
壁
王
の
妃
と
な
り
、
宝
亀
元
年
光
仁

天
皇
即
位
の
年
十
一
月
に
皇
后
と
な
る
。
翌
二
年
正
月
、
他
戸
皇
子
を
皇
太
子
と
す
る
。
し
か
し
宝
亀
三
年
三
月
癸
未
に
巫
蠱
に
座
せ
ら
れ
て

皇
后
を
廃
せ
ら
れ
、
五
月
丁
未
に
は
他
戸
皇
子
も
皇
太
子
の
位
を
停
め
ら
れ
る
。
宝
亀
四
年
十
月
辛
酉
に
井
上
内
親
王
と
他
戸
王
は
大
和
国
宇

智
郡
の
没
官
の
宅
に
幽
閉
さ
れ
、
宝
亀
六
年
四
月
己
丑
、
同
時
に
死
亡
す
る
。
何
か
人
為
的
手
段
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
光
仁

天
皇
は
即
位
の
時
已
に
老
人
で
あ
っ
て
、
ま
だ
若
い
他
戸
皇
子
の
側
に
父
を
呪
詛
す
る
理
由
は
考
え
ら
れ
ず
、
陰
惨
な
謀
略
を
想
定
せ
ざ
る
を

得
な
い
。
事
件
で
最
も
利
益
を
得
た
者
が
黒
幕
で
あ
ろ
う
。

　

五
の
例
は
光
仁
・
桓
武
二
代
に
わ
た
る
東
北
地
方
平
定
の
戦
役
の
一
局
面
で
あ
っ
て
、
こ
の
小
論
の
取
り
扱
う
べ
き
題
目
で
は
な
い
。
戦
乱
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の
期
間
は
『
続
日
本
紀
』
の
範
囲
を
は
み
出
し
、
延
暦
後
期
坂
上
田
村
麻
呂
に
よ
っ
て
終
結
を
見
る
。
こ
こ
で
は
派
遣
さ
れ
た
諸
将
が
賊
帥
阿

弖
流
為
に
手
玉
に
と
ら
れ
た
と
だ
け
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　

以
上
の
例
文
を
受
け
て
、六
の
美
作
女
王
と
藤
原
春
蓮
の
「
並
卒
」
の
記
を
見
よ
う
。
こ
れ
ま
で
『
続
日
本
紀
』
を
読
み
進
め
た
読
者
は
、「
並

卒
」
の
二
文
字
を
見
た
時
、
た
だ
ち
に
た
だ
な
ら
ぬ
死
で
あ
っ
た
と
想
起
す
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
お
よ
そ
書
を
読
む
者
の
生
理
と
も
言
う

べ
く
、
史
書
の
撰
者
も
同
じ
感
覚
を
持
っ
て
い
た
と
想
像
し
て
も
誤
る
ま
い
。
延
暦
七
年
五
月
辛
亥
の
夫
人
藤
原
旅
子
に
は
じ
ま
り
、
翌
八
年

十
二
月
乙
未
の
桓
武
の
母
、
高
野
新
笠
、
ま
た
そ
の
翌
年
閏
三
月
丙
子
の
皇
后
藤
原
乙
牟
漏
、
同
じ
く
七
月
乙
酉
坂
上
又
子
と
、
死
者
が
相
継
ぎ
、

中
間
の
延
暦
八
年
に
は
美
作
女
王
な
ど
四
人
の
女
官
が
死
亡
し
て
い
る
。
皇
太
子
安
殿
皇
子
は
延
暦
九
年
発
病
し
、
十
年
伊
勢
太
神
宮
に
お
も

む
き
、『
日
本
紀
略
』
延
暦
十
一
年
六
月
癸
巳
の
条
に
よ
れ
ば
、
崇
道
天
皇
が
祟
り
を
な
し
て
い
る
と
卜
さ
れ
る
。
こ
の
一
連
の
怨
霊
の
呪
い
の

な
か
に
、
二
人
の
女
官
の
死
も
含
ま
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。「
並
卒
」
と
い
う
二
字
は
苛
烈
な
大
事
件
を
記
す
時
に
現
わ
れ
る
用
法
で
あ
る
。

４

　

前
節
の
推
定
で
本
稿
の
意
図
を
ほ
ぼ
論
じ
お
え
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
さ
ら
に
推
定
に
推
定
を
重
ね
て
み
た
い
。
そ
れ
は
「
並
卒
」
と
書

か
れ
た
美
作
女
王
と
藤
原
春
蓮
の
関
係
で
あ
る
。
両
者
と
も
に
四
位
に
叙
せ
ら
れ
た
同
僚
の
女
官
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
い
わ
ゆ
る
女
叙
位
の
様
相
で
あ
り
、
桓
武
朝
で
は
延
暦
二
年
二
月
壬
子
が
一
つ
の
起
点
と
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
自
体
、

聖
武
天
皇
の
天
平
九
年
二
月
戊
午
の
叙
位
が
先
蹤
を
な
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

聖
武
天
皇
は
皇
位
継
承
者
の
こ
と
で
苦
慮
し
、
天
平
九
年
二
月
に
対
策
を
立
て
た
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
日
の
叙
位
の
記
事
の
要
点
を
抜
い

て
み
よ
う
。
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夫
人
无
位
藤
原
朝
臣
二
人
闕名

並
正
三
位
、
正
五
位
下
県
犬
養
宿
祢
広
刀
自
、
无
位
橘
宿
祢
古
那
可
智
並
従
三
位

と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
三
位
の
位
を
四
名
に
授
け
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
県
犬
養
広
刀
自
は
す
で
に
約
二
十
年
前
か
ら
聖
武
の
皇
子
を
生

ん
で
い
る
。
養
老
元
年
井
上
内
親
王
、
神
亀
五
年
安
積
皇
子
、
次
に
年
不
明
で
あ
る
が
不
破
内
親
王
の
三
名
で
、
い
ず
れ
も
薄
幸
の
生
涯
を
送

る
人
々
で
あ
る
。
広
刀
自
の
名
が
見
え
る
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
、
正
五
位
下
の
叙
位
が
い
つ
だ
っ
た
か
不
明
で
あ
り
、
次
に
安
積
親
王
が
天

平
十
六
年
閏
正
月
丁
丑
に
薨
去
の
時
、「
母
夫
人
正
三
位
県
犬
養
宿
称
広
刀
自
」
と
見
え
る
が
、
正
三
位
昇
叙
の
記
録
も
見
え
な
い
。
天
平
宝
字

六
年
十
月
己
未
の
薨
去
の
記
に
は
、「
聖
武
皇
帝
儲
貮
之
日
、納
為
夫
人
」
と
あ
る
が
、夫
人
と
な
っ
た
の
は
お
そ
ら
く
天
平
九
年
の
こ
と
で
、『
続

日
本
紀
』
は
前
後
で
撞
着
を
き
た
し
て
い
る
。
た
だ
、
天
平
九
年
に
正
五
位
下
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
叙
位
さ
れ
た
日
付
は
不
明
で
も
、
五
位

の
身
分
で
長
い
期
間
を
す
ご
し
て
き
た
と
だ
け
は
推
定
で
き
る
。

　

皇
后
の
光
明
子
に
し
て
も
、
記
録
は
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な
い
。
天
平
宝
字
四
年
六
月
乙
丑
崩
御
の
時
の
記
に
「
聖
武
皇
帝
儲
貮
之
日
、
納

以
為
妃
、
時
年
十
六
」
と
し
、
神
亀
元
年
、
聖
武
皇
帝
即
位
、
授
正
一
位
為
大
夫
人
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
帝
文
武
夫
人
の
藤
原
宮
子
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
神
亀
四
年
十
一
月
戊
午
の
記
に
、「
従
三
位
藤
原
夫
人
」
に
食
封
一
千
戸
を
賜
う
と
あ
る
が
、
こ
の
従
三
位
も
、
い
つ
叙
位
が
な

さ
れ
た
か
の
記
事
は
欠
い
て
い
る
。
た
だ
夫
人
に
は
三
位
が
与
え
ら
れ
、
五
位
の
者
に
は
称
号
の
な
い
こ
と
が
例
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
、
こ

れ
は
、
後
宮
職
員
令
の
「
夫
人
三
員　

右
三
位
以
上　

嬪
四
員
、
右
五
位
以
上
」
の
令
文
と
対
応
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
嬪
」
は
名
は
あ
っ
て

も
実
際
は
任
命
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る（
２
）。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
光
明
子
と
広
刀
自
は
ほ
ぼ
同
時
に
聖
武
の
即
位
前
か
ら
后
の
待
遇
を
受
け
、

養
老
元
年
広
刀
自
は
井
上
内
親
王
を
、
同
二
年
に
光
明
子
は
孝
謙
天
皇
を
生
ん
で
い
る
。
二
人
を
同
じ
よ
う
な
年
齢
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う

か
ら
、
広
刀
自
も
大
宝
元
年
頃
の
出
生
と
見
ら
れ
る
。

　

天
平
九
年
、
夫
人
と
な
っ
た
人
々
の
そ
の
後
を
追
う
と
、
藤
原
朝
臣
二
人
と
は
、
天
平
二
十
年
六
月
壬
寅
に
正
三
位
で
薨
去
し
た
武
智
麻
呂

女
と
、
天
平
宝
字
四
年
正
月
辛
卯
に
従
二
位
で
薨
去
し
た
房
前
女
で
あ
ろ
う
が
、
二
人
と
も
皇
子
出
産
は
か
な
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
橘
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古
那
可
智
は
以
後
、
天
平
勝
宝
元
年
四
月
甲
午
に
「
正
三
位
橘
夫
人
従
二
位
」
と
あ
り
、
天
平
宝
字
元
年
閏
八
月
癸
亥
に
は
広
岡
朝
臣
に
改
姓

さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
同
三
年
七
月
己
巳
に
薨
去
し
て
い
る
が
、「
夫
人
正
二
位
」
と
位
階
は
失
な
っ
て
い
な
い
。
橘
佐
為
女
と
あ
る
か
ら
諸
兄
の

姪
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
人
も
皇
子
出
産
は
か
な
わ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
夫
人
た
ち
は
記
事
ご
と
に
位
が
昇
っ
て
い
る
が
、
叙
位

そ
の
も
の
の
記
述
を
欠
い
て
い
る
。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
夫
人
と
な
っ
た
藤
原
氏
の
二
名
と
橘
古
那
可
智
は
い
ず
れ
も
無
位
か
ら
た
だ
ち
に
三
位
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
。
光
明

子
は
知
ら
れ
る
か
ぎ
り
で
は
従
三
位
か
ら
、
広
刀
自
は
正
五
位
下
か
ら
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
は
じ
め
が
い
つ
か
、
た
だ
ち
に
三
位
・
五
位
に

叙
せ
ら
れ
た
か
は
不
明
な
が
ら
十
代
半
ば
で
そ
れ
ぞ
れ
出
産
し
て
お
り
、
無
位
か
ら
の
叙
位
の
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。

　

延
暦
八
年
前
後
に
死
亡
し
た
女
子
た
ち
の
、
無
位
か
ら
の
叙
位
に
つ
い
て
は
前
稿
に
お
い
て
一
応
考
え
た
の
で
、
こ
こ
で
は
正
三
位
夫
人
か

ら
皇
后
へ
の
冊
立
が
光
明
子
と
乙
牟
漏
で
共
通
す
る
こ
と
。
五
位
の
身
分
か
ら
夫
人
に
昇
っ
た
県
犬
養
広
刀
自
と
、
無
位
か
ら
た
だ
ち
に
従
五

位
下
を
授
け
ら
れ
た
坂
上
又
子
が
似
て
い
る
こ
と
。
又
子
が
延
暦
九
年
に
落
命
し
な
か
っ
た
ら
、
一
層
の
昇
叙
が
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
。

以
上
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
る
。

　
『
類
従
三
代
格
』
に
収
録
さ
れ
る
延
暦
九
年
八
月
八
日
の
太
政
官
符
は
、
前
年
に
死
去
し
た
人
々
の
位
田
の
処
理
を
命
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、

と
り
も
な
お
さ
ず
前
年
度
死
者
の
一
覧
表
と
な
っ
て
い
る
。
前
稿
で
は
見
落
と
し
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
考
え
て
み
た
い
。
こ

の
官
符
の
右
大
臣
職
田
卅
町
の
う
ち
に
「
故
従
五
位
下
酒
人
忌
寸
刀
自
」（
３
）な

る
名
が
見
え
る
。
こ
れ
は
『
続
日
本
紀
』
に
一
回
だ
け
見
え
る
人
で
、

天
応
元
年
十
一
月
癸
酉
、「
従
七
位
下
酒
人
忌
寸
刀
自
古
…
外
従
五
位
下
」
と
同
一
人
で
あ
ろ
う
。
軽
い
身
分
か
ら
外
従
五
位
下
の
位
を
授
け
ら

れ
る
形
は
女
叙
位
に
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
。
六
位
以
下
で
年
功
を
積
み
、
能
力
を
認
め
ら
れ
て
外
位
を
授
け
ら
れ
る
の
で
、
叙
位
の
日
に
は

そ
れ
な
り
の
年
齢
に
達
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
人
々
が
後
宮
の
さ
ま
ざ
ま
な
実
務
を
と
り
し
き
り
、
い
わ
ば
中
間
管
理
職
と
い
っ

た
働
き
を
こ
な
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
上
の
役
職
、
尚
侍
、
尚
蔵
、
尚
縫
な
ど
を
務
め
た
人
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。

　
『
続
日
本
紀
』
を
通
読
す
る
と
、
次
の
五
名
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
要
点
を
書
き
抜
い
て
示
す
が
、
女
子
の
名
の
漢
字
の
宛
て
か
た
は
あ
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ら
わ
れ
る
た
び
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
任
意
に
書
く
こ
と
と
し
、
統
一
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
。
続
柄
、
叙
位
の
初
め
、
死
亡
時
の
官
位
を
示
す
。

藤
原
宇
比
良
古　

房
前
女　

天
平
宝
字
六
年
六
月
庚
午　

尚
蔵
兼
尚
侍
正
三
位

こ
の
人
は
死
亡
時
の
記
事
一
条
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
他
の
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。

大
野
仲
仟　

東
人
女　

藤
原
永
手
妻　

天
平
宝
字
七
年
正
月
壬
子　

従
六
位
上
か
ら
従
五
位
下　

天
応
元
年
三
月
己
巳　

尚
侍
兼
尚
蔵
正
三

位藤
原
百
能　

麻
呂
女　

藤
原
豊
成
妻　

天
平
勝
宝
元
年
四
月
甲
午　

無
位
か
ら
従
五
位
下　

延
暦
元
年
四
月
己
巳　

尚
侍
従
二
位

阿
部
古
美
奈　

粳
虫
女　

藤
原
良
継
妻　

乙
牟
漏
母　

宝
亀
六
年
八
月
丙
子　

正
五
位
上
か
ら
従
四
位
下　

延
暦
三
年
十
月
乙
未　

尚
蔵
兼

尚
侍
従
三
位

藤
原
諸
姉　

良
継
女　

百
川
妻　

旅
子
母　

神
護
景
雲
三
年
十
月
甲
子　

無
位
か
ら
従
五
位
下　

延
暦
五
年
六
月
丁
亥　

尚
縫
従
三
位

　

藤
原
氏
が
五
名
中
三
名
を
占
め
、
し
か
も
百
能
、
諸
姉
は
無
位
か
ら
従
五
位
下
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。
阿
部
古
美
奈
は
最
初
の
叙
位
の
記
録

が
漏
れ
て
い
る
よ
う
で
、
判
定
で
き
な
い
。
宇
比
良
古
は
配
偶
者
そ
の
他
不
明
で
あ
る
が
、
他
の
四
名
は
そ
れ
ぞ
れ
藤
原
永
手
、
豊
成
、
良
継
、

百
川
の
妻
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
大
臣
、
し
か
も
そ
の
時
の
太
政
官
の
首
班
と
目
す
べ
き
人
々
で
あ
っ
た
。
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前
節
の
概
観
を
ふ
ま
え
て
、「
並
卒
」
と
書
か
れ
た
美
作
女
王
と
藤
原
春
蓮
に
立
ち
も
ど
っ
て
み
よ
う
。
春
蓮
は
桓
武
即
位
の
年
天
応
元
年
十

一
月
丙
子
、
無
位
の
時
に
従
五
位
下
を
授
け
ら
れ
、
以
後
延
暦
四
年
、
五
年
と
位
を
進
め
ら
れ
て
い
る
。
初
め
て
の
叙
位
が
無
位
か
ら
従
五
位

下
と
い
う
の
は
、
藤
原
百
能
、
諸
姉
の
よ
う
に
、
尚
侍
、
尚
蔵
、
尚
縫
の
よ
う
な
女
官
と
し
て
仕
え
る
過
程
な
の
か
、
そ
れ
と
も
県
犬
養
広
刀
自
、

坂
上
又
子
の
よ
う
に
五
位
の
身
分
の
、
嬪
に
あ
た
る
立
場
で
皇
子
の
出
産
を
期
待
す
る
の
か
、
と
い
う
両
方
の
可
能
性
が
あ
る
。
尚
侍
な
ど
の

高
位
の
女
官
は
、
大
臣
の
、
そ
れ
も
首
位
を
占
め
る
者
の
妻
で
あ
っ
て
、
春
蓮
な
る
人
が
そ
う
い
う
高
官
の
妻
だ
っ
た
証
拠
は
な
く
、
叙
位
が

し
き
り
で
あ
っ
た
の
は
桓
武
の
寵
幸
の
反
映
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
年
の
死
者
の
う
ち
、
藤
原
姉
な
る
者
も
、
延
暦
五
年
、
無

位
か
ら
従
五
位
下
を
さ
ず
か
っ
て
い
て
、
同
じ
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
美
作
女
王
、
藤
原
教
貴
、
大
原
室
子
は
、
い
ず

れ
も
宝
亀
年
間
に
最
初
の
叙
位
が
あ
り
、
と
り
わ
け
教
貴
は
は
じ
め
に
従
五
位
上
、
宝
亀
八
年
に
は
従
四
位
下
ま
で
昇
っ
て
い
る
。
し
か
し
三

名
と
も
天
応
以
後
、
さ
ら
な
る
昇
叙
の
こ
と
が
あ
り
、
桓
武
が
先
帝
の
後
宮
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
、
女
た
ち
の
位
を
高
め
て
い
っ
た
と
推
定
で

き
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
先
帝
は
即
位
の
時
既
に
高
齢
で
あ
り
、
藤
原
曹
子
を
夫
人
と
し
、
紀
方
名
な
る
も
の
を
寵
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ

て
い
る
も
の
の
、
皇
子
の
誕
生
は
伝
わ
ら
な
い
。
思
う
に
藤
原
曹
子
は
左
大
臣
藤
原
永
手
女
で
、
称
徳
朝
に
あ
っ
て
左
大
臣
永
手
と
大
納
言
白

壁
王
は
同
僚
で
あ
っ
た
。
即
位
後
、
永
手
の
薨
去
に
際
し
、
光
仁
は
非
常
な
名
文
の
宣
命
を
発
し
、
臣
下
と
い
う
よ
り
親
友
を
哭
す
る
が
如
く

で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
勘
案
す
る
と
、
亡
き
友
の
遺
児
に
名
誉
を
与
え
、
友
情
の
記
念
と
す
る
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
紀

方
名
に
つ
い
て
言
え
ば
、
光
仁
の
母
が
紀
氏
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
氏
へ
の
優
遇
の
考
え
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
紀
方
名
は
宝

亀
十
年
死
亡
し
、
藤
原
曹
子
は
先
代
の
夫
人
と
し
て
延
暦
十
二
年
ま
で
生
き
長
ら
え
た
。
そ
の
他
の
者
は
桓
武
の
寵
幸
を
受
け
る
の
に
さ
し
さ

わ
り
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
て
、
美
作
女
王
と
藤
原
春
蓮
は
単
に
四
位
の
位
階
を
共
に
し
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
後
宮
で
寵
幸

を
待
つ
こ
と
も
共
通
の
身
の
上
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、「
並
卒
」
な
る
二
字
の
背
景
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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奈
良
時
代
後
期
の
女
叙
位
に
名
の
見
え
る
人
々
は
、
六
位
以
下
か
ら
外
従
五
位
下
を
授
け
ら
れ
、
い
わ
ば
中
間
管
理
職
を
担
当
し
た
者
、
高

官
の
妻
で
、
あ
る
い
は
無
位
か
ら
位
階
を
授
か
り
、
い
ず
れ
三
位
以
上
に
昇
り
、
尚
侍
、
尚
蔵
、
尚
縫
な
ど
の
官
に
任
じ
て
後
宮
を
掌
握
す
る
者
、

無
位
か
ら
三
位
を
授
か
り
夫
人
と
な
る
者
。
そ
の
地
位
か
ら
皇
后
に
冊
立
さ
れ
る
者
も
あ
る
。
又
は
五
位
を
授
か
り
、
令
制
で
は
嬪
と
さ
れ
る

は
ず
の
者
。
但
し
、
実
際
は
こ
の
名
称
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
。
こ
の
よ
う
に
三
つ
の
範
疇
の
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
三
種
の
ど
れ
に
属
し
て
い
る
か
を
一
回
の
叙
位
の
記
録
か
ら
見
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
は
じ
め
て
叙
位
さ
れ
た
時
の
、

そ
れ
ま
で
の
位
の
確
認
、
死
亡
し
た
時
の
役
職
の
記
事
ま
で
、
一
連
の
履
歴
を
追
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
の
人
の
後
宮
で
の
役
割
が
判
明
す
る
の

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
妃
、
夫
人
、
嬪
、
宮
人
職
員
以
下
は
後
宮
職
員
令
に
お
い
て
定
義
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
天
皇
の
側
に
侍
す
る
者
も
、
尚
侍
、

尚
蔵
以
下
の
職
員
も
、
一
つ
の
法
典
で
記
述
さ
れ
て
お
り
、
実
際
の
叙
位
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
が
何
で
あ
っ
て
も
位
階
の
順
に
そ

の
名
が
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
推
定
に
推
定
を
重
ね
て
き
た
が
、
最
後
に
も
う
一
つ
、
今
度
は
想
像
を
加
え
て
み
た
い
。
井
上
内
親
王
母
子
、
粟
田
道
麻
呂
夫
妻
の
死
は
、

具
体
的
な
描
写
は
一
切
な
く
、
そ
の
場
の
悲
惨
さ
は
読
者
の
心
中
の
想
像
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
。
美
作
女
王
と
藤
原
春
蓮
に
は
ど
の
よ
う
な
情

景
を
思
い
描
け
る
だ
ろ
う
か
。
二
人
の
女
官
が
自
宅
で
病
い
を
養
っ
て
い
た
が
、
と
も
に
死
亡
し
、
そ
の
届
が
同
日
到
着
し
た
の
で
、
史
官
が

そ
の
日
付
で
「
並
卒
」
と
記
録
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
一
つ
の
想
像
で
あ
る
。
し
か
し
、
宮
中
に
い
た
二
人
の
女
子
に
早
良
太
子
の
怨
霊

が
憑
依
し
、
形
相
が
変
わ
り
、
早
良
太
子
の
声
で
妖
言
を
吐
き
な
が
ら
絶
命
し
た
。
史
官
は
怪
力
乱
神
を
削
除
し
、
淡
々
と
「
並
卒
」
と
記
し

た
の
で
は
、
な
ど
と
い
う
の
も
一
つ
の
想
像
で
あ
る
。

　
「
並
」
と
死
を
意
味
す
る
文
字
を
つ
な
げ
た
文
を
こ
こ
ま
で
眺
め
て
き
た
が
、
こ
の
二
文
字
の
暗
示
的
な
表
現
力
を
痛
感
す
る
の
で
あ
る
。
こ
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こ
で
、は
じ
め
に
引
い
た
継
体
紀
末
尾
の
文
を
か
え
り
み
る
と
、い
ぶ
か
し
い
気
が
起
こ
る
。「
日
本
天
皇
及
太
子
皇
子
、俱
崩
薨
」
と
あ
っ
た
が
、

「
俱
」
の
下
に
動
詞
が
二
つ
あ
る
。
こ
れ
で
は
行
文
は
弛
緩
し
、
は
な
は
だ
調
子
の
く
だ
る
の
を
覚
え
る
。
ま
た
「
日
本
国
天
皇
」
と
あ
る
が
、

国
号
天
皇
号
と
も
に
継
体
朝
に
溯
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。
元
来
は
「
倭
王
世
子
」
と
い
う
よ
う
な
称
号
が
書
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
ま

た
「
崩
」
の
字
は
書
紀
史
官
に
よ
る
竄
入
で
あ
っ
て
、
も
と
は
「
薨
」
一
字
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。『
三
国
志
』
を
見
る
に
、
曹
操
の
諸
子
は

王
に
封
ぜ
ら
れ
、任
城
王
以
下
、そ
の
死
は
薨
と
表
記
さ
れ
る
。
後
の
倭
の
五
王
は
、『
宋
書
』
で
「
讃
死
弟
珍
立
」
と
あ
っ
て
、蛮
夷
の
王
は
「
死
」

で
表
記
さ
れ
る
。
継
体
紀
が
引
く
『
百
済
本
記
』
が
倭
王
に
対
し
「
薨
」
を
使
用
し
た
と
し
て
も
、
当
時
の
東
亜
世
界
に
あ
っ
て
非
礼
と
は
見

な
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

筆
者
は
以
上
、
延
暦
八
年
前
後
三
年
間
の
、
皇
后
・
夫
人
を
は
じ
め
と
す
る
多
数
の
死
が
早
良
太
子
怨
霊
に
よ
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
が
、『
続

日
本
紀
』
が
天
平
九
年
の
末
尾
と
延
暦
九
年
末
尾
に
そ
れ
ぞ
れ
「
瘡
」
の
字
を
含
む
疫
病
の
大
流
行
を
伝
え
る
の
に
興
味
を
覚
え
る
。
天
平
の

流
行
を
生
き
の
び
た
人
々
の
免
疫
は
、
五
十
年
あ
ま
り
後
の
疫
病
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
医
学
者
の

教
示
を
待
た
ね
ば
な
る
ま
い
。
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篇
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２
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、
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。

（
３
）　
『
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代
格
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子
、
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か
、
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人
刀
自
と
、
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王
、
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春
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原
教
貴
、
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原
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子
の
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計
七
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を
延
暦
八
年
の
死

者
と
し
て
い
る
。
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作
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以
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四
位
の
位
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を
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ち
、『
続
日
本
紀
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に
死
亡
記
事
が
あ
っ
た
。


